
別紙

様式第２号の２（第２条関係）

☑ 実施します

□ 計画に基づき順次実施します（次年度・時期未定）

□ 現時点での対応は困難です

□ 基準に満たないため対応できません

□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

建設部建設工務課

回　　　　　　答

　現地調査の結果、ご要望の後谷川について洗
堀による河床の低下を確認しました。
　護岸裏の吸出しによる市道への影響が大きい
と考えられる一部の箇所について洗堀対策等を
実施します。
　その他の箇所については洗堀の状況から護岸
背後地への影響が小さいと考えられるため直ち
には対応いたしませんが、護岸背面の状況を注
視しながら対応を検討してまいります。

所管部局及び課室
（関係部局及び課室）

要望番号 自治会等名 要　　望　　事　　項

07040101 古城後谷自治会

【要望事項】
　古城後谷川　石積　破損修繕の件
　古城後谷川は石積された箇所が多く大雨災
害による被害が出ている。又、前回の古城川の
堀削作業により今後の大雨ではさらに川底が
下がる。もっと危険になると考えられる。
　専門家による調査と危険箇所の修繕をお願
い致します。


